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い
。
ガ
ラ
ス
製
体
温
計
を
例

に
と
る
と
、
現
状
が
正
し
い

姿
と
は
決
し
て
思
わ
な
い

が
、
検
定
所
が
実
施
し
て
い

る
検
定
の
段
階
で
、
製
造
業

者
が
品
質
管
理
を
適
切
に

行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因

の
粗
悪
品
を
、
市
場
に
出
回

る
前
に
止
め
て
い
る
こ
と
は

事
実
。
民
に
で
き
る
こ
と
は

民
に
と
い
う
美
し
い
理
念
に

沿
っ
て
さ
え
い
れ
ば
全
て
正

し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、そ
の
結
果
に
よ
り
安
全
・

安
心
が
損
な
わ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
理
念
と
少
し

違
っ
て
い
て
も
安
全
・
安
心

が
確
保
さ
れ
る
ま
で
行
政
が

実
施
し
て
い
く
と
い
っ
た
、

柔
軟
な
考
え
方
を
と
る
べ

き
。
体
温
計
に
つ
い
て
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
の
活
用
と
い
う

手
段
も
あ
り
得
る
と
聞
い
て

い
る
が
、
今
ま
で
何
十
年
と

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
か
っ
た
製
品
に

つ
い
て
、
あ
る
時
か
ら
そ
の

対
象
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

マ
ー
ク
が
付
い
て
い
な
い
こ

と
を
も
っ
て
品
質
が
劣
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
と
判
断

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
指
定

製
造
事
業
者
制
度
を
再
検
定

品
・
修
理
品
ま
で
適
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
関
し

て
、
電
気
計
器
に
つ
い
て
、

そ
の
修
理
事
業
者
は
、
ほ
ぼ

1
0
0
％
電
力
会
社
の
子
会

社
と
聞
い
て
い
る
。
公
平
性

の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と

考
え
る
。 

◇
プ
ロ
同
士
の
取
引
・
証
明

に
関
し
て
は
規
制
緩
和
し
て

も
よ
い
が
、
一
般
消
費
者
の

日
常
生
活
に
関
与
す
る
部
分

つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
、
き

ち
ん
と
行
政
が
対
応
し
て
い

く
べ
き
。
構
造
計
算
書
偽
装

問
題
で
は
、
競
争
の
原
理
が

働
か
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

検
査
・
検
定
が
民
に
移
管
さ

れ
て
い
る
。 

◇
指
定
製
造
事
業
者
制
度
を

再
検
定
品
・
修
理
品
ま
で
適

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

に
関
し
て
多
い
に
賛
成
。
平

成
5
年
に
導
入
さ
れ
た
指
定

製
造
事
業
者
制
度
は
、
一
定

の
品
質
管
理
能
力
を
有
す
る

事
業
所
に
自
主
検
定
を
認
め

る
制
度
で
あ
っ
て
、
現
在
1

2
0
を
越
え
る
事
業
者
が
指

定
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
ま

で
検
定
所
が
行
っ
て
い
た
業

務
を
代
替
し
て
お
り
、
ま
さ

し
く
民
間
活
力
の
活
用
の
成

功
例
と
い
え
る
。
本
制
度
を

更
に
維
持
・
発
展
さ
せ
る
こ

と
が
計
量
行
政
に
関
わ
る
規

制
改
革
・
行
政
改
革
に
と
っ

て
重
要
と
考
え
る
。
主
と
し

て
初
回
検
定
の
み
な
ら
ず
、

再
検
定
品
や
修
理
品
に
ま
で

適
用
を
拡
大
で
き
れ
ば
民
間

活
用
に
も
つ
な
が
る
。

◇
規
制
緩
和
は
、
緩
く
な
る

と
か
い
い
加
減
に
な
る
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
本

来
は
、
厳
し
い
基
準
の
ま
ま

主
体
が
官
か
ら
民
に
移
行
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
如
何
に
社
会
が
安
全

と
安
心
を
違
っ
て
捉
え
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
。
安
全
と

安
心
は
違
う
。
社
会
が
何
を

求
め
て
い
る
の
か
に
応
え
る

こ
と
も
重
要
。
行
政
機
関
が

実
施
し
て
い
た
検
査
・
検
定

に
つ
い
て
、
第
三
者
機
関
に

よ
る
認
証
と
す
る
と
き
に

は
、
当
該
機
関
を
ど
の
よ
う

に
管
理
・
監
督
し
て
い
る
の

か
と
併
せ
て
説
明
し
て
い
か

な
い
と
、
信
頼
や
安
心
感
が

得
ら
れ
な
い
。
監
視
強
化
を

明
記
す
べ
き
。

﹇
第
2
W
G
﹈ 

◇
自
治
体
に
お
い
て
は
、
行

財
政
改
革
の
進
展
に
よ
り
、

今
後
　
年
を
見
据
え
た
と
き

10

に
現
状
の
体
制
が
維
持
で
き

る
か
危
機
感
を
持
っ
て
お

り
、
検
査
・
検
定
の
実
施
方

法
に
つ
い
て
も
変
え
て
い
か

ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
出
て

く
る
と
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
、
市
場
に

よ
る
監
視
機
能
を
生
か
し
て

い
く
と
い
う
点
は
中
長
期
的

な
ス
パ
ン
か
ら
見
た
と
き
の

自
治
体
に
お
け
る
計
量
行
政

の
将
来
像
を
示
唆
し
た
も
の

で
、
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

◇
検
査
・
検
定
の
対
象
は
真

に
必
要
な
も
の
に
絞
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。
都
道
府
県
を

対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ

て
お
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま

え
る
と
、
今
後
は
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
指
定
検
定
機
関
や

指
定
検
査
機
関
等
の
民
間
機

関
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
制
度
設
計
に
あ

た
っ
て
は
、
特
定
計
量
器
の

使
用
者
を
含
む
事
業
者
、
自

登
録
免
許
税
法
改
正
関
連

法
律
第
十
号

　
　
　
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

﹇
略
﹈

第
五
条
　
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

﹇
略
﹈

　
　
別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

　
別
表
第
一
　
課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、

第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第

十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
関
係
）
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（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
十
一
条

﹇
略
﹈

4
　
新
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
六
十
五
号
（
二
）、
第
七
十
七
号
（
一
）

か
ら
（
五
）
ま
で
又
は
第
百
十
四
号
（
二
）
に
掲
げ
る
登
記
等
の
申
請
書
を

平
成
十
八
年
一
月
一
日
前
に
登
記
官
署
等
に
提
出
し
た
者
が
施
行
日
か
ら
同

年
四
月
三
十
日
（
同
表
第
七
十
七
号
（
一
）
か
ら
（
五
）
ま
で
に
掲
げ
る
登

記
等
に
あ
っ
て
は
、
同
年
五
月
三
十
一
日
）
ま
で
の
間
に
当
該
申
請
書
に
係

る
登
記
等
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
登
記
等
に
つ
い
て
は
、
登
録
免
許
税

を
課
さ
な
い
。 

﹇
略
﹈

（
計
量
法
の
一
部
改
正
）

第
百
九
十
三
条
　
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
百
五
十
八
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号

　
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

政
令
第
百
二
十
八
号

　
　
　
登
録
免
許
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

﹇
略
﹈

　
　
　
附
　
則

﹇
略
﹈

　（
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の

　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
中
「
第
十
八
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

　
　
別
表
第
一
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら

　
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
九
号
中
「
第
十
三
号
」
を

　「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
八
号
と
し
、
同
表
第
十
号
を
同
表

　
第
九
号
と
し
、
同
表
第
十
一
号
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改

　
め
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
第
十
二
号
中
「
第
十
一
号
」
を
「
前

　
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
一
号
と
し
、
同
表
第
十
三
号
中
「
第
九

　
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
二
号
と
し
、
同
表
第
十

　
四
号
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
三
号

　
と
す
る
。

　（
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係

　
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第

　
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
計
量
法
（
平

　
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い

　
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
よ
う
と

　
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

　
計
量
法
関
係
手
数
料
令
別
表
第
一
第
八
号
下
欄
中
「
八
万
千
五
百
円
」
と

　
あ
る
の
は
「
七
万
四
千
百
円
」
と
、「
十
八
万
三
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は

　「
十
三
万
四
千
百
円
」
と
す
る
。

◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号

　
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
十
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
　
経
済
産
業
大
臣
　
二
階
　
俊
博

　
　
　
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
十
五
条
中
「
第
五
十
四
条
第
五
項
各
号
」
を
「
前
条
第
四
項
各
号
」

に
改
め
る
。

　
第
五
十
六
条
中
「
第
五
十
四
条
第
五
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
四

項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
条
の
二
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
一
条
の
四
か
ら
第
九
十
一
条
の
六
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
三
号
」

を
「
第
十
二
号
」
に
、「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
六
十
六
の
備
考
2
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

　
様
式
第
八
十
一
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
八
十
一
の
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

計
量
法
施
行
令
の
一
部
改
正

政
令
第
百
六
十
四
号

　
　
　
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係

　
　
　
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び

　
　
　
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
附
則

第
八
条
第
三
項
及
び
第
九
項
、
第
九
条
第
三
項
並
び
に
第
十
二
条
並
び
に
関

係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
　
　
第
一
章
　
関
係
政
令
の
整
備
 

﹇
略
﹈ 

　（
計
量
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　
第
二
十
六
号
の
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
一
　
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

﹇
略
﹈ 

　
　
　
附
　
則
 

　
こ
の
政
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣
　
竹
中
　
平
蔵
　
 

財
務
大
臣
　
谷
垣
　
禎
一
　
 

文
部
科
学
大
臣
　
小
坂
　
憲
次
　
 

厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎
　

経
済
産
業
大
臣
　
二
階
　
俊
博
　
 

国
土
交
通
大
臣
　
北
側
　
一
雄
　

環
境
大
臣
　
小
池
百
合
子
　

内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎
　

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認

可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

﹇
略
﹈

三
十
二
　
人
の
資
格
の
登
録
若
し
く
は
認
定
又
は
技
能
証
明
 

﹇
略
﹈

　（
二
十
三
）
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第

五
十
一
号
）
第
百
二
十
二
条
第
一
項
（
登

録
）
の
計
量
士
の
登
録

﹇
略
﹈

百
十
四
　
計
量
器
の
校
正
等
に
係
る
事
業
者
の
登
録
又
は
認
定
特
定
計
量

証
明
事
業
者
の
認
定
 

（
一
） 
計
量
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項

（
登
録
）
の
計
量
器
の
校
正
等
に
係
る
事

業
者
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く
。）

課
税
標
準

﹇
略
﹈

登
録
件
数

申
請
件
数

税
率

﹇
略
﹈

一
件
に
つ
き
三
万
円

一
件
に
つ
き
九
万
円

（
既
に
（
一
）
に
掲

げ
る
登
録
を
受
け
て

い
る
者
に
つ
い
て

は
、
一
万
五
千
円
）

計
量
法
改
正
関
連

法
律
、政
令
、省
令

資 料

（
二
） 
計
量
法
第
百
二
十
一
条
の
二
（
認

定
）
の
認
定
特
定
計
量
証
明
事
業
者
の
認

定
（
更
新
の
認
定
を
除
く
。）

認
定
件
数
一
件
に
つ
き
九
万
円

治
体
及
び
国
の
責
務
の
明
確

化
、
民
間
の
検
定
機
関
等
の

責
任
の
明
確
化
・
罰
則
の
強

化
並
び
に
自
治
体
の
立
入
検

査
の
充
実
・
強
化
と
い
っ
た

枠
組
み
で
考
え
て
い
た
だ
き

た
い
。
更
に
、
離
島
な
ど
の

特
殊
事
情
が
あ
る
地
域
に
お

け
る
検
定
等
に
つ
い
て
は
、

コ
ス
ト
が
高
く
経
費
的
に
も

厳
し
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な

点
に
つ
い
て
も
配
慮
し
た
よ

う
な
枠
組
み
の
検
討
を
お
願

い
し
た
い
。

（
次
号
以
下
に
つ
づ
く
）

◇
計
量
法
の
見
直
し
に
当

た
っ
て
は
、
民
間
負
担
の
軽

減
や
経
済
の
活
性
化
の
た
め

に
、
規
制
の
対
象
は
最
小
限

に
す
べ
き
。
規
制
す
る
場
合

に
あ
っ
て
も
民
間
負
担
の
軽

減
を
常
に
念
頭
に
お
い
た
、

合
理
的
か
つ
効
率
的
な
も
の

と
す
べ
き
。
安
全
・
安
心
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
当

然
、
最
大
の
配
慮
が
払
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
被
害
の

発
生
の
可
能
性
が
小
さ
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
検
査
・
検

定
業
務
を
事
業
者
自
身
に
委

ね
る
と
の
政
府
の
方
針
が
出

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、現
在
、

国
や
独
立
行
政
法
人
が
独
占

的
に
行
っ
て
い
る
検
査
・
検

定
業
務
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
、
と
も
す
れ
ば
非
効
率
と

な
り
が
ち
で
あ
る
た
め
、
民

間
に
開
放
す
べ
き
。
安
全
・

安
心
と
規
制
改
革
が
う
ま
く

両
立
す
る
よ
う
な
見
直
し
に

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

◇
今
ま
で
コ
ス
ト
を
か
け
て

行
政
が
行
っ
て
き
た
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
の
コ
ス
ト
を
削

減
す
る
か
ら
、
当
該
事
項
の

監
視
役
は
消
費
者
が
担
う
と

い
う
前
提
は
疑
問
。
適
正
計

量
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
つ
い
て
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク

を
消
費
者
全
て
が
で
き
る
訳

で
は
な
い
の
に
、
そ
れ
を
 

チ
ェ
ッ
ク
し
な
か
っ
た
方
が

悪
い
と
い
う
の
は
お
か
し

（
2
6
2
7
号
吋
面
の
つ
づ
き
）

第
3
回
計
量
制
度
検
討
小
委
員
会

議
事
要
旨
桓
　
2
月
　
日
、経
済
産
業
省
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